


「不適正処理事案」

を早期に解決するために

地域の暮らしの安全・安心を取り戻すため、過去に不法投棄された産業

廃棄物について、国の支援を得て、行政代執行による環境修復を進めます。

● 措置命令が履行されない不適正処理事案のうち、四日市市大矢知・

平津事案等の４事案について、行政代執行による環境修復事業に着

手します。

● これらの事案やその他の主要な事案も含め、現場の周辺環境を継続

的にモニタリングして住民の安全・安心を確保します。

「新たな不適正処理事案の発生」

を防止するために

産業廃棄物の不適正な処理を未然防止するために、産業廃棄物の発生か

ら最終処分が終了するまでの一連の過程において、排出事業者がより確実

に自らの処理責任を果たすための体制を確保します。

● 偽造・不正が行われにくく、廃棄物の処理過程が確実に把握でき、

かつ不適正処理があった場合にも責任追及ができる電子マニフェス

トの普及を促進します。

● 優良な処理業者の育成・活用により、不適切な処理を行う業者を排

除し、産業廃棄物の適正処理を促進します。
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